
 

   

ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー使用使用使用使用規約規約規約規約  

 

● 使用期間／木曜日～火曜日、6 日間を 1 単位とします。（水曜日休廊） 

● 使用時間／11:00～19:00（最終日は 17:00 まで） 

● 搬入／前展覧会最終日 18:30～20:00。  

 若しくは前日水曜日、時間要相談にて 

● 搬出／会期終了日の 17:00～18:30 

● 会場費／60,000 円／６日間（税抜） 

    （12,000 円／１日（税抜）※一日単位の場合は応相談） 

 

● 申込／所定のギャラリー申込書をご記入の上、ギャラリーまでご提出ください。 

 ※またその際に作品のコピー、作品ファイル、展示プランもご提出ください。簡単な

審査がございます。尚、過激な物など当ギャラリーに不都合な展示は場合によりお断り

することがあります。 

 

● 使用料／お申し込みいただいた後、請求書を発行いたしますので１ヶ月以内に予約

金 10,000 円（日割りの場合はその期間の半額分）を直接お支払いいただくか、または

金融期間にお振込ください。予約金受領を確認したときに正式に使用申込をいただいた

ものとみなします。 

残金は展覧会終了日までに全額お納めください。また振込手数料はご負担となります。

ご了承ください。 

 

● 会期中に販売した作品につきましては、コミッションとして売価の２０％をいただ

きます。 

 

● パフォーマンス、もしくは音を試用する場合は近隣の迷惑にならない程度の音量で

お願い致します。また火気厳禁となっております。 

会期中に万が一、事故、トラブルがあった時、会期途中でも終了させて頂く場合があり

ますので御了承下さい。 

 

●駐車場はございませんので、近隣の駐車場をご利用下さい。 

 



 

● 会期中の在廊の有無はスタッフが常駐しているため、自由です。 

 

● ご案内状やポスターなどはご自身でお願いいたします。難しい場合は請負も可能で

すが別途料金を頂戴いたします。 

 

● 床、壁面、設備等を破損・汚損された場合は実費で修繕費をお支払い頂きます。 

 

● 盗難、災害、不慮の事故による作品の損失、破損があった場合、当ギャラリーでは

一切責任を負い兼ねますので御了承下さい。 

 

● 搬出終了後に、必ずスタッフに声をおかけください。スタッフが、チェックをさせ

て頂きます。最終日のチェックは 20:00 まで。それ以降になってしまう場合、延滞料や

違約金、翌日のレンタル料をお支払い頂く事もございます。 

修復無しに帰られたり、ゴミを放置された場合は、補償金を申し受けますのでご注意く

ださい。 

作品等を最終日にとりに来られない場合は、事前にご連絡ください。保管する場合、

5000 円/1週間の保管代を申し受けます。 

作品保管のご連絡がない場合、スペースの関係上 1週間後に破棄させて頂きますのでご

了承下さい。 

 

振込先口座： ゆうちょ銀行 五一八店 

       普通／15110-12890111 

特定非営利活動法人）広島横川スポーツ•カルチャークラブ 
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